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入札契約制度の見直しについて 

１ 入札契約制度の見直しの背景 

・昨今の社会経済情勢の中、市内建設業界を取り巻く環境は依然として厳しい

状況にあり、建設業者間の競争が激化し、本市の工事請負契約においては低

価格での入札が続いている。 

・これまでも、最低制限価格制度の適用範囲の拡大や失格基準の導入などの対

策を講じてきたが、低価格での入札が続き、事業者からの請願・要望もある

ことから、更なる低入札対策の強化を行うこととした。 

 ※１ これまでの低入札対策の経過 

 平成２１年４月 ◎予定価格事後公表の一部試行実施（平成２１、２２年度） 

      ５月 ◎最低制限価格及び低入札価格調査基準の引き上げ 

          ・現場管理費 ６０％→７０％ 

・予定価格比 ７０％～８５％→７０％～９０％ 

平成２２年７月 ◎最低制限価格適用範囲の拡大 

          ・範囲 予定価格３億円未満→予定価格６億円未満 

         ◎低入札価格調査における失格基準の導入 

          ・対象 予定価格６億円未満（国の重点調査基準に準じ設定）

◎総合評価落札方式の本格実施 

平成２３年４月 ◎予定価格の全面事後公表 

◎最低制限価格及び低入札価格調査基準の引き上げ 

・現場管理費 ７０％→８０％ 

 ※２ 多摩建友会からの請願（平成２４年第１回川崎市議会定例会において趣旨採択） 

・最低制限価格算出時の現場管理費及び一般管理費の比率の引き上げ 

  （現場管理費９０％、一般管理費７０％） 

 ・指名業者選定時の地域性重視 

・工事発注設計数量の明確化 

 ※３ 川崎建設業協会からの要望（１月に意見交換会を実施） 

 ・最低制限価格の更なる引き上げ（予定価格の９０％以上） 

 ・予定価格６億円以上の工事への最低制限価格の適用 

 ・総合評価方式における失格基準の引き上げ 

 ・主観評価項目制度の項目点数の加点最低制限価格の更なる引き上げ 
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２ 見直し内容 

  原則として、ＷＴＯ政府調達協定工事以外の工事については、最低制限価格 

又は低入札価格調査の失格基準を適用し、低入札対策を強化する。 

(1)最低制限価格制度の適用範囲を拡大する 

・最低制限価格の適用範囲を、予定価格６億円未満の工事からＷＴＯ政府調達

協定工事以外の工事へと拡大する。ただし、「特殊な工事」は除く。 

※ＷＴＯ政府調達協定工事は予定価格１９億４千万円以上 

※「特殊な工事」とは、プラント工事、入札時ＶＥ方式、設計施工一括方式及び性能

発注方式による予定価格６億円以上の工事 

※プラント工事とは、工場・施設等の主要な設備をあらかじめ製作し、現場で組立て

る電気工事及び機械器具設置工事のうち、設計金額の積算内訳書（総括）において

「機器費」が計上されている工事をいう。 

 (2)最低制限価格を引き上げる 

・最低制限価格算出式のうち、一般管理費に乗じる率を３０％から５０％に引

き上げる。 

・算出した最低制限価格の下限を予定価格の７０％から８０％に引き上げる。 

設計内訳 現  行 見直し後 

直接工事費 ９５％ 同 左 

共通仮設費 ９０％ 同 左 

現場管理費 ８０％ 同 左 

一般管理費 ３０％ ５０％ 

予定価格比 ７０％～９０％ ８０％～９０％ 

 (3)低入札価格調査の失格基準を引き上げる 

 ・低入札価格調査案件において、著しく低価格となることを防止するために、

失格基準を引き上げる。 

・失格基準の適用範囲を、予定価格６億円未満の工事からＷＴＯ政府調達協定

工事以外の工事へと拡大する。 
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設計内訳 現  行 見直し後 

直接工事費 ７５％ ８５％ 

共通仮設費 ７０％ ８１％ 

現場管理費 ７０％ ７２％ 

一般管理費 ３０％ ４５％ 

失格基準設定範囲 
予定価格６億円未満の 

工事 

ＷＴＯ政府調達協定以外の工事 

ただし、「特殊な工事」は除く

 ※算出で求めた失格基準の１万円未満は切り捨てるものとする。 

 ※「特殊な工事」については、「(1)最低制限価格制度の適用範囲を拡大する」と同じ 

 (4)低入札価格調査を強化する 

 ・低入札価格調査の対象となった案件について、当該契約内容に適合した履行

を確保するため、これまでの調査対象事業者からの誓約書に加え、一次下請

予定業者からも確認書の提出を求めることとする。 

 (5)契約保証金を引き上げる 

・低入札価格調査を行った契約の契約保証金を１０％から３０％に加増する。 

３ 今後のスケジュール 

・今後、約１ヶ月間の周知期間をとり、平成２４年６月１日から実施する。 

・今回の入札契約制度の見直しについては、実施の結果を検証して今後のあり

方を検討する。 

・入札契約制度については、社会経済情勢の変化に対応した入札契約制度とす

るため、今後においても、総合評価のあり方や入札参加資格の設定等の課題

について引き続き検討を進め、不断の改革を推進する。 



現行の制度

予定価格 １千万円未満 １千万円以上 １．５億円以上 ３億円以上 ６億円以上
２３億円以上
ＷＴＯ対象

工事請負契約
指名競争

最低制限価格
一般競争

最低制限価格

最低制限価格　← →　低入札調査
（失格基準あり） （失格基準なし）
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見直し後の制度

予定価格 １千万円未満 １千万円以上 １．５億円以上 ３億円以上 ６億円以上
１９．４億円以上
ＷＴＯ対象

工事請負契約
指名競争

最低制限価格
一般競争

最低制限価格

一般競争
（総合評価）
低入札調査
（失格基準なし）

最低制限価格　← →　低入札調査
（失格基準あり） （失格基準なし）

※総合評価落札方式は予定価格１．５億円以上の工事請負契約に適用する。ただし、建築工事は予定価格３億円以上とする。
※ＷＴＯ政府調達協定工事以外の総合評価落札方式には失格基準を適用する。ただし、「特殊な工事」は除く。
※「特殊な工事」とは、プラント工事・入札時ＶＥ方式、設計施工一括方式及び性能発注方式による工事で予定価格６億円以上のものをいう。

入札契約制度の新旧対照図

一般競争（総合評価）
低入札調査（失格基準あり）

一般競争（総合評価）
低入札調査（失格基準なし）

                       一般競争（総合評価）
                    低入札調査（失格基準あり）


